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郵政事業の抜本的見直し（郵政改革）については、国民生活の確

保及び地域社会の活性化等のため、日本郵政グループ各社等のサー

ビスと経営の実態を精査するほか、以下によるものとして検討を進

め、その具体的な内容をまとめた「郵政改革法案」（仮称）を次期通

常国会に提出し、その確実な成立を図るものとする。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１．郵政事業に関する国民の権利として、国民共有の財産である郵

便局ネットワークを活用し、郵便、郵便貯金、簡易生命保険の基

本的なサービスを全国あまねく公平にかつ利用者本位の簡便な方

法により、郵便局で一体的に利用できるようにする。 

 

２．このため、郵便局ネットワークを、地域や生活弱者の権利を保

障し格差を是正するための拠点として位置付けるとともに、地域

のワンストップ行政の拠点としても活用することとする。 

 

３．また、郵便貯金・簡易生命保険の基本的なサービスについての

ユニバーサルサービスを法的に担保できる措置を講じるほか、銀

行法、保険業法等に代わる新たな規制を検討する。加えて、国民

利用者の視点、地域金融や中小企業金融にとっての役割に配慮す

る。 

 

４．これらの方策を着実に実現するため、現在の持株会社・４分社

化体制を見直し、経営形態を再編成する。この場合、郵政事業の

機動的経営を確保するため、株式会社形態とする。 

 

５．なお、再編成後の日本郵政グループに対しては、更なる情報開

示と説明責任の徹底を義務付けることとする。 

 

６．上記措置に伴い、郵政民営化法の廃止を含め、所要の法律上の

措置を講じる。 


